


合年で 4年目を迎えることとなりました。当事者の「働きたい」という希望が多いのに対

して、障害者雇用はまだまだ多くないのが現状です。そのため、この研修会では、当事者・

睦親•関係者等が就労について学ぶとともに意見交換・情報交換を行い、新たな就労の瘍の 、

開拓や、希望をもって就労支援ができるようにする事が目的です。また、合回は豊岡地域の

就労支援に携わる関係者、当事者と神戸の関係者、当事者との交流という意昧も込めて開催

されました。そこで、就労支援について経験豊富な神戸にある社会就労センター（創）

C.A.CのPSWの北岡さんと、当事者の清水さんより「働くこと」についてたいへん具体的

ー で参考となるお話や、当事者も関係者も勇気付けられるようなすばらしい体験談を伺いまし

たので、是非、こー読下さい。（一部のみ要約して報告します。）

『精神障害者の就労支援について』
ヽ し ク 99し、ecヽ し u99

| 社会就労センター（創）シー・エー・シー

北岡祐子

働きたいという思い

「働く」ということは単に収入を得るためだけではなく、社会的役割を担っていること、や

りがいなどの心理的な満足、健康維持などがあり、人間にとって大切な営みです。たとえ精神

障害を持っていても、自分なりに働きたいという希望をもっている方は大変多いです。そんな

思いに、支援関係者は真剣に応えていますか？その人に合った働き方がきっとあるはすです。

精神障害をもっということ

人は、生物的、心理的、社会的な存在だと言われています。精神障害もそれそれの部分での

障害があります。生物的には脳機能を調整する働きに不調がでていますので「疲れやすい」「物

事を覚えるのが遅い」なとがあります。心理的には「自信がもてない」「過去の自分とのギャ

ップにショックを受ける」、社会的な要因としては、経済的に苦しかったり、長い療養期間の

影響で人付き合いが狭くなってしまったりします。また社会の偏見などもあるでしょう。これ

らは非常に辛い経験です。
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働くこと～当事者の立場から～

消水隆之

高校卒業後一般企業に就職、総合職に就いていましたが、毎月残業が 100時問

以上、同期は大学卒という環境の為か馴染めす、出社拒否となり退睦しました。以

後アルバイトなどをしていましたがどれも長続きせす、 20代半ばより引きこもり

がちになり、うつ状態で何もする気が起きす、自律神経失調、それに伴う不安、不

安が高じて起こるパニック発作、強迫性障害等の症状が現われ、その後 10年はそ

ういった症状に苦しめられ、働けない状態が続きました。

当時、そういう状態だった私を受け入れてくれた親戚が 1件だけあり、そこで祖

母の介護の手伝いをさせてもらっていました。当時の私にとってありのままの自分

を受け入れてくれる人がいたこと、介護の手伝いという役割を与えてもらったこと

がとても助けになり、またヘルパーになろうと思ったきっかけでもあります。

就労に至った過程は、働きたい事を主治医に相談し、ます合の自分の状態を知る

為に障害者職業センターで職業評価を受けました。結果は自分が思う以上に作業能

力は落ちており、ます作業所等に通うことを勧められ紹介されました。作業所には

実際見学に行きましたが、就労するという目的には合っていないと考え、自分で区

役所等に相談に行き（創） C・A・Cと出会いました。

（創） C・A・Cではます毎日通い生活リズムを整え、その後少しすつ自分にかけ ' 

る負荷を増やすことで就労できる状態に戻すことを目標としました。また、（創） C・

A・Cで役に立ったと感じることは、ます職員の方、同じ障害を持つメンバーら多

くの人との出会い、関わりが持てたこと。気分調べでは、人前で話すこと、話すこ

とで自分の状態に気付けたこと。SSTでは、頭ではできると思っていることも、

実際に行うとできないことが多く、練習したことは就労後も役立っています。そし

てハローワーク等他機関との連携によりパソコン訓練、障害をオープンでの短期就

労、ヘルパー講習を受ける機会に恵まれ、現在はヘルパーとして 3ヶ月のトライア

ル雇用を経て、週40時問就労することができています。

働くことは大変ですが、令の私は社会参加できている安心感、充実感があり、疲

れはありますが病状的には安定しています。自分の状態を知り、ますできることか

ら行動に移してみましょう。上手くいかないことも多いと思いますが、全て経験と

なり次に何をすべきか見えてくると思います。

最後に就労を続ける上で大切と感じるのは、自分を受け入れてくれる仲間、相談

相手を一人でも、一ヶ所でも多く持つことだと思います。現在の私も多くの方に支

えられ就労を続けることかできていると感謝しています。
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（創）C..A.. Cの資料より

職場で必要なちょ

人間関係を円滑にすることの基礎の基礎があいさつです。人間関係、ひいては仕事

の成否はあいさつにあるといっても過言ではありません。i易面や相手に応じて上手

に言葉を使いましょう。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

日常のあいさつ 〕
朝 ：「おはようこさいます」

昼食やお茶の時問、誰かにお菓子をいただいたとき：

「ありかとうこさいます」 「いただきます」

帰り：「お先に失礼します」 「さようなら」 「お疲れさまでした」

3̀)特別なあいさつ、声かけ 〕
遅刻をしたとき：「遅れてすみませんでした」

早退をするとき：「お先に失礼します」

「後はよろしくお願いします」

持ち場を離れるとき：「ちょっとトイレに行ってきます」

持ち揚に戻ってきたとき：「令戻りました」

自分が職瘍の外に出かけるとき：「00に行ってきます」

他の人が職場の外に出かけるとき：「行ってらっしゃい」

外から帰ってきたとき：「ただいま戻りました」

他の人が外から帰ってきたとき：「おかえりなさい」

他の人が使っている道具をかりるとき：「かりていいですか」

合の仕事に区切りがついたとき：

3)相手のこと

「00は終わりましたか、何かすることはありますか」

「何かお手伝いしましょうか」

同慄が病気や旅行で休んでいた後に出勤してきたら：

「もう大丈夫ですか？」「旅行はいかがでしたか」

お客さんが入ってきたら：「こんにちは」「いらっしゃいませ」

お客さんが帰るときには：「さようなら」「お気をつけて」
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ジョブコーチによる
支援事業の

こ‘あんない

9 ショブコーチとは

知的障がいのある方や精神障がいのある方なとが睦揚に適応してはたらきつづけるためには、

一人ひとりの障がい、特性を踏まえた直接的できめ細かな支援・サポートが有効です。ジョブコ

ーチ（睦場適応援助者）が事業所へ出向き、障かいのある方や事業主の方に対して、聰場適応や

雇用管理に関する支援を行い、企業への就職や職瘍への定着を目指します。

支援の内容は

1.障がいのある方へのサービス

①職場のルール、健康管理なとの指導を行います。

②職場内でのコミュニケーションを支援します。

③仕事の手順・方法を指導します。

④通勤の支援を行います。

⑤社会生活・余暇活動の支援を行います。

2 事業主の方へのサービス

①障がいについての情報提供を行います。

②障がいに適した配謳や睦務内容をこ提案します。

③仕事の教え方、指示の出し方などのアドバイス

を行います。

④現i易で働く方が障がいのある方と関わる際の支

援を行います。

⑤家族との連絡、連携に関する提案を行います。

3. こ家族の方へのサービス

①障がいについての情報提供を行います。

②仕事を続けるための支援機関や制度に関す

る情報提供を行います。

③企業や支援機関との連絡、相談に関しやてア

ドバイスを行います。

雇用前支援（職場実習）の期間について

・障がいのある方に対し賃金や訓練手当等の支給はありません。雇用保険受給中の方は受給可能

です。

・障がいのある方には災害見舞金制度があります。また、事業所に対しては企業賠償責任保険に

加入しております。

・出勤日数に応じ事業所に対し協力謝金をお支払いします。(1ヶ月最大5万円まで）
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